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たじっこクラブ運営業務委託プロポーザルに係る質問書の回答について 

 

令和４年９月５日 教育推進課 

整理

番号 
質   問 回   答 

１ 

提出様式第２号の財務諸表につい

て、「貸借対照表」と「損益計算書」

のみの報告でよいですか。また、報

告ページ数が上限を超える場合は

受付可になりますか。 

財務諸表について、様式に記載があるとお

り、「貸借対照表」、「損益計算書」、「決算

書」の３点については報告してください。

他事業も実施していることで内容が多岐

に渡り、ページ数を圧迫する場合は、抜粋

や取りまとめた形であっても構いません。 

報告ページ数が上限を超えていた場合は、

その書類を受付することができませんの

で、報告内容を精査して限度ページ数に収

まるよう作成し直してください。 

【提出様式第２号の例】 

・提案書は２ページ以内（両面印刷） 

・添付資料を付ける場合は、原則Ａ４サイ

ズ４ページ以内（両面印刷） 

→Ａ４サイズに両面印刷した合計３枚が

最大受付可能枚数になります。 

２ 

委託料に処遇改善費は含まれてい

ますか。 

含まれています。通年委託料基準額等の金

額は５年間の委託期間において、人件費相

当分（処遇改善費）を毎年増額した内容で

積算しています。 

なお、委託料とは別に、処遇改善に係る補

助金が２件（放課後児童支援員キャリアア

ップ処遇改善事業補助金・放課後児童支援

員等処遇改善臨時特例事業補助金）ありま

す。ただし、令和５年度以降も補助金継続

となるかは現時点において未定です。 

３ 

各クラブの在籍職員数、支援員資格

者数、正社員数はどのようですか。 

別紙回答資料１のとおりです。 

４ 

支援員資格者数について、当該年度

の年度途中及び翌年度の資格取得

見込者を支援員資格者数（いわゆる

「みなし支援員」）として配置カウ

ントすることは可能ですか。 

不可です。 
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５ 

各クラブに責任者や主任のような

役職の配置はありますか。 

各クラブに（多くは支援の単位ごとに）、

専任支援員と呼んでいる責任者の配置が

１名以上あります。 

６ 

家庭や学校、行政機関との連絡・連

携については、すべて学童保育コー

ディネーターを介して行うことに

なりますか。 

原則、クラブ側ですべて行います。学童保

育コーディネーターは、その補助として業

務を行います。受託法人は学童保育コーデ

ィネーターと密に連絡調整を図り、良好な

関係を構築してください。学童保育コーデ

ィネーターは、各グループに１名ずつの配

置であるため、クラブに毎日常駐していま

せん（精華・小泉を除く）。 

７ 

要配慮と診断されている児童や特

別に支援が必要な児童等の受入に

ついて、事前に市と協議することは

可能ですか。 

クラブの利用決定は教育委員会が行いま

す。受入に関して事前に受託法人と協議す

ることはありません。 

８ 

支援の必要な児童の受入にあたっ

て、速やかに体制を整えるとありま

すが、これまでに実際にとられた対

策はどのようですか。 

４月１日の利用開始前に、保護者への電話

連絡や面談を実施し、詳細な状況を把握す

るとともに、個別の対策や対応を検討し、

全体ミーティングでクラブスタッフ全員

の共通理解を図り、利用初日から細かな支

援を実施する等の例があります。 

９ 

クラブ来所までの児童の誘導や、誤

った帰宅（クラブ利用であるのに帰

宅してしまった場合）への対応はど

のようですか。また、クラブ来所ま

では、保護者責任でしょうか、クラ

ブ責任でしょうか。 

低学年は支援員が迎えに行き、中・高学年

は児童がクラブへ来所する形が一般的で

すが、運用内容は当該小学校とクラブとの

協議によります。 

来所予定の児童が来所しない場合は、理由

を問わずクラブにおいて速やかに学校や

保護者に確認し、クラブは児童を保護する

ための最善の対応をとります。 

また、利用の有無が不明で保護者に連絡が

つかない場合については、児童の安全確保

のためクラブで児童を預かります。 

全クラブが学校施設内に設置されている

ことから、クラブ来所について保護者が直

接的に関わることがないため、基本的にク

ラブ責任となることを常に想定しながら

のクラブ運営や有事対応が求められるこ

とになります。 
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１０ 

定期的な保護者会の実施はありま

すか。 

保護者会の有無及び開催については、各ク

ラブに委ねています。なお、精華・根本・

南姫については、保護者会の設置はありま

せん。コロナ発生以降、いわゆる総会の実

施はありません（書面開催を除く）。 

 

１１ 

各クラブの使用部屋数はどのよう

であるか。 

別紙回答資料２のとおりです。 

１２ 

空調設備の年間使用料実績はどの

ようですか。 

別紙回答資料２のとおりです。 

１３ 

土曜日の利用者数は、１クラブあた

りどのようですか。 

別紙回答資料２のとおりです。 

１４ 

支出内訳の需用費について過去２

年分の実績はどのようですか。 

別紙回答資料３のとおりです。 

１５ 

受託法人での対応となる３万円以

下の修繕実績はどのようなものが

ありますか。 

教育委員会で今年度把握している範囲内

において、修繕については網戸の補修や水

道蛇口のネジ交換、備品については扇風機

の購入がありました。 

受託法人での対応となるため、発生頻度や

全体の件数については、教育委員会で把握

していません。 

 

１６ 

新型コロナウイルス感染症対策等

について、市で指定している対策や

基準はありますか。また、現在行っ

ている対策はどのようですか。 

すべて、国・県の基準・対策に準じていま

す。また、全クラブが学校施設内に設置さ

れていることから、厚生労働省からの基

準・対策だけでなく、文部科学省の基準・

対策、及び当該小学校の基準・対策にも準

じて運営しています。 

 

 

 

 

 



4 

 

１７ 

クラブを通じて教育委員会へ手続

き書類を提出する際、提出日時や提

出方法についての決まりはありま

すか。 

個人情報の取扱いに十分留意しながら提

出期限を遵守することは言うまでもあり

ませんが、クラブからの紙書類の提出は、

互いの確実な受け渡しを担保するため教

育委員会窓口での手渡しを基本としてい

ます（郵送が不可という意味ではありませ

ん）。よって、原則的な提出日時は、市役

所が開庁している「平日 8:30～17:15」と

なります。 

クラブから学童保育コーディネーターが

紙書類を預かり、教育委員会へ提出するこ

とも可能です。 

 

１８ 

選定委員会委員（人数含む）はどの

ような構成ですか。 

多治見市たじっこクラブ業務受託者選定

委員会設置要綱 第３条より抜粋 

(１)学識経験者 

(２)たじっこクラブを利用する児童の保

護者を代表する者 

(３)ＰＴＡ連合会を代表する者 

(４)校長会を代表する者 

(５)主任児童委員を代表する者 

(６)企画防災課長 

(７)子ども支援課長 

(８)学童保育コーディネーター 

 

なお、応募予定者及び応募申請者は、選定

委員会委員及び関係市職員と本件提案に

ついての接触を禁じています。接触の事実

が認められた場合には失格とすることが

あります（たじっこクラブ運営業務委託プ

ロポーザル実施要項 ７ページ （４）その

他の留意事項 ア）。 

 

以上 


